
 

 

令和元年度 

（2019年度） 健康部の運営方針 
＜部の構成＞ 

健康総務課、国民健康保険室、年金児童手当課、医療助成課、保

健所(保健企画課、保健衛生課、保健予防課、保健センター) 

＜担当事務＞ 

(1)保健及び医療に関すること。 

(2)国民健康保険に関すること。 

(3)後期高齢者医療に関すること。 

(4)国民年金に関すること。 

(5)児童の扶養に係る手当に関すること。 

(6)医療助成に関すること。 

(7)保健所に関すること。 

＜部の職員数＞H31年 4月 1日現在 

正職員 212名 

再任用職員 3名 

任期付職員 10名 

非常勤職員 72名 

合計 297名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

※保健所の職員数を含む 

※保健所については、別途、方針を掲げています。  

 

１．基本方針 

健康部は、誰もが健やかに生き生きと暮らせるまちづくりを実現するため、救急医療や市民

の健康づくりなどの健康医療施策及び国民健康保険や児童手当などの社会保障関連施策の取

り組みを進めることで、健康寿命の延伸をめざします。 

市民の健康及び安全安心の確保を図るため、関係諸団体、諸機関と初期救急医療体制の再構

築を進めるほか、災害時の医療救護体制の強化に向けて、災害時医療訓練の実施をはじめ、関

係機関との協議や研修会を行うなど、連携強化を進めます。 

また、国民健康保険については、適切な財政運営を確保するため、医療費の適正化、保険料

収納対策の強化を進めます。 

 

２．重点施策・事業 

 

（１）「健康医療都市ひらかたコンソーシアム」連携事業の推進 

方向性 

市内の公的病院や医療系大学、関係団体などが協定を締結し設立した「健康医療都

市ひらかたコンソーシアム」を活用して、各構成団体と連携しながら各種健康医療

関連事業を実施し、市民の健康増進に繋げます。 

取り組み 

コンソーシアムに掲げる 8つの分野の連携事業に基づき、構成団体と連携して、災

害時における医療救護体制の強化をはじめ、市内の医療機関への医療通訳士派遣や

小中学生に対する健康教育、健康づくり・介護予防、産後ケア事業、健康医療に関

する情報発信などの連携事業を推進します。また、コンソーシアム連携事業として、

第 31回枚方市健康・医療・福祉フェスティバルを 10月に実施し、健康医療につい

て市民への啓発を図ります。さらに、コンソーシアム連携事業として取り組む新規

事業について検討します。 

≪目標値≫ 

コンソーシアム連携事業への参加人数：12,000人 

（実績：平成 30年度 5,808人） 



 

 

平成 31年度当初予算：954万 1千円 

（２）救急医療体制の整備 

方向性 

本市には、北河内夜間救急センターや枚方休日急病診療所などの初期救急医療機関

から関西医科大学附属病院の高度救命救急医療機関まで、救急医療体制が整備され

ており、この機能を維持し、引き続き確保します。また、老朽化した医師会館及び

休日急病診療所の市立ひらかた病院整備後の有効活用地への移転に伴う総合的な初

期救急医療体制の再構築を進めます。 

取り組み 

関西医科大学附属病院をはじめとする救急医療機関を支援するとともに、北河内夜

間救急センターの事務局として、年間を通じた夜間小児救急医療の円滑な提供に努

めます。また、昨年度に引き続き、市立ひらかた病院整備後の有効活用地へ移転す

る医師会館及び休日急病診療所、北河内夜間救急センター、休日歯科急病診療所の

総合的な初期救急医療体制の再構築に向けて、運営及び費用負担等について、関係

諸団体、諸機関と協議・調整を行います。 

平成 31年度当初予算：2億 2311万 5千円 

 

（３）災害時の医療救護体制の強化 

方向性 災害時の医療救護体制の強化に向けて、関係機関との連携を進めます。 

取り組み 

災害時の医療救護体制の強化に向けて策定した「枚方市

災害時医療救護活動マニュアル」を、より実効性のある

ものとするため、関係機関と協議・調整を行いながら連

携強化に努めます。また、10月に拠点応急救護所設置病

院の一つである枚方公済病院において実践を想定した災

害医療訓練を行い、関係機関との連携強化を進めます。 

≪目標値≫ 

拠点応急救護所設置病院における災害医療救護活動訓練の実施率（累計）：令和元年

度（2019年度）までに 80％（実績：平成 30年度までに 60％実施） 

平成 31年度当初予算：155万 7千円 

 

（４）医療費適正化に向けた取り組みの推進 

方向性 

国民健康保険被保険者の健康の保持・増進に向け、生活習慣病予防や重症化予防に

つながる特定健康診査をはじめとする各種保健事業の受診率・利用率の向上に向け

た取り組みを拡充し、医療費適正化を図ります。 

取り組み 

特定健康診査・特定保健指導・糖尿病性腎症重症化予防事業について、「ひらかたポ

イント」の対象事業とするとともに、おおさか健活マイレージ「アスマイル」の周

知を図り、受診率・利用率の向上を図ります。また、健康への関心や健診受診への

意識を高めるため、簡単にセルフチェックができる「生活習慣病チェックサイト」

の周知を行うとともに、若年層向けに実施しているスマートフォンを利用した簡易

な健診の利用促進を図ることで、特定健康診査対象年齢に達した時に受診につなが

るよう啓発に努めます。 



 

 

≪目標値≫ 

特定健康診査受診率 60％（国目標） 

（実績：平成 29年度受診率：33.7％） 

平成 31年度当初予算：415,980千円 

 

 

３．行政改革・業務改善 

 

◆新行政改革実施プランの改革課題 

 改革課題 取り組み内容・目標 

8-1．国民健康保険特別会

計の経営健全化（収納率

の向上） 

関係部署とも連携し、合同で調査・差押を行う等、効率的な滞納

整理体制の構築に取り組みます。また、口座振替率の向上や、大

阪府域地方税徴収機構を活用した徴収対策に取り組むことで、収

納率の向上を図ります。 

8-2．国民健康保険特別会

計の経営健全化（特定健

康診査の受診率の向上） 

 

「第 3 期特定健康診査等実施計画・第 2 期データヘルス計画」に

基づき、特定健診未受診者への受診勧奨の強化等を進めるととも

に、ひらかたポイント事業との連携や生活習慣病チェックサイト

の活用等により特定健診受診率の向上を図ります。また、糖尿病

性腎症重症化予防事業の拡充等、生活習慣病の予防及び重症化予

防に向けた取り組みを推進します。 

8-3．国民健康保険特別会

計の経営健全化（ジェネ

リック医薬品の利用促進

等） 

ジェネリック医薬品の利用促進に向け、先発医薬品との差額通知

を年 3 回行う等、周知・啓発に努めます。また、レセプト点検等

給付審査によって、医療費の適正化を進めます。 

 

◆業務改善のテーマ・目標 

テーマ 取り組み内容・目標 

子育てワンストップサー

ビス導入に向けた取り組

み 

児童手当の手続きの一部について、子育てワンストップサービス

による電子申請導入に向け、年金機構等との情報連携の整備状況

を踏まえ調整検討を進めます。 

療養費支給事務の業務委

託 

はり、きゅうおよびあん摩、マッサージ療養費の支給事務につい

て、現在、請求受付から審査、支払まで手作業で行っている作業

を、審査支払機関へ委託することにより、業務の正確性向上や効

率化を図ります。 

 

 

 

 

 



 

 

４．予算編成・執行 

 

◆国民健康保険特別会計の予算編成 

 国民健康保険特別会計の当初予算編成にあたって、大阪府から示された事業費納付金の算定額

を基準とし、大阪府による激変緩和措置を活用しながら、予定収納率をより高く設定すること

で、負担が急激に増加することがないよう保険料率を算定し、予算額に反映しました。 

 

５．組織運営・人材育成 

 

◆枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づいて平成 27 年度に策定したマニュアルを

踏まえ、研修を実施するとともに、班体制の整備や訓練実施に向けた関係課との検討・協議を

行います。 

◆健康・医療・福祉フェスティバルや、ひらかた食育カーニバル、健康のつどいなど関係団体と

連携した事業の実施にあたっては、部内各課の協力・連携を図り、来場者の安全確保に努める

とともに、事業を円滑に運営します。 

◆朝礼・夕礼や定期的な課内会議などにおいて職員間で情報共有を行い、また、OJTを活用した

新任職員のスキルアップを図るとともに、計画的に派遣研修に参加し、外部の知見を得る機会

を増やすなど、個々の職員の能力向上・組織力向上に努めます。 

 

６．広報・情報発信 

 

◆エフエムひらかたを通して、定期的に、健診の受診方法や結果の見方、生活習慣病予防のコツ

など様々な健康情報を発信し、市民の健康づくりを応援します。 

◆新たに「ひらかたポイント」の対象事業とする特定健康診査・特定保健指導・糖尿病性腎症重

症化予防事業について、ひらかたポイント事業担当部署と連携し、メディア等でのひらかたポ

イント事業の PRに合わせて、受診・利用の勧奨を行います。 

◆市ホームページを通して、健康部の取り組み紹介ページや PR 動画を活用し、健康・医療につ

いて情報発信を行います。 


